
 京都市公有財産規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和２年１月１０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市公有財産規則の一部を改正する規則 

 京都市公有財産規則の一部を次のように改正する。 

目次中「管理換え等」を「使用承認及び管理換え」に改める。 

第９条に次の１項を加える。 

３ 教育委員会及び局長等は，その所管に属する公有財産について，その状況を調査し，

帳簿その他必要な資料を整備するものとする。 

第１１条第１項中「次条及び」を削る。 

第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 

第１３条第２項中「土地境界明示申請書（第２号様式）により」を「別に定める申請書

を」に，「申請しなければ」を「提出しなければ」に改め，同条第３項本文中「第３号様

式」を「第２号様式」に改める。 

第１５条中「土地境界証明申請書（第４号様式）により」を「別に定める申請書を」に，

「申請しなければ」を「提出しなければ」に改める。 

第３章第３節の節名を次のように改める。 

第３節 使用承認及び管理換え 

第１６条を次のように改める。 

（使用承認） 

第１６条 教育委員会及び局長等は，管理上支障がないと認めるときは，その所管に属す

る公有財産を他の局等又は教育委員会事務局に使用させることができる。 

２ 前項の規定により公有財産を会計を異にする所属に使用させるときは，使用料を徴収

することができる。 

第１７条の見出しを「管理換え」に改め，同条を同条第２項とし，同条に第１項として

次の１項を加える。 

公有財産の管理換えをするときは，有償とする。ただし，市長が特別の理由があると

認めるときは，この限りでない。 

８４



第１９条第１項第２号中「３年」を「５年」に改める。 

第２０条第１項中「市有財産使用許可申請書（第５号様式）により」を「次に掲げる事

項を記載した申請書を」に，「申請しなければ」を「提出しなければ」に改め，同項に次

の各号を加える。 

⑴ 申請者の氏名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者名。記名押印又は署

名）及び住所（法人その他の団体にあっては，事務所又は事業所の所在地） 

⑵ 申請に係る行政財産の名称，所在地及び数量 

⑶ 使用期間 

⑷ 使用目的 

⑸ その他市長が必要と認める事項 

第２０条第２項を次のように改める。 

２ 使用許可を受けた者は，使用期間の満了後引き続き当該行政財産を使用しようとする

ときは，使用期間満了の日の３０日前までに，前項各号に掲げる事項を記載した申請書

を市長に提出しなければならない。 

第２１条第２項中「第３８条第２項」を「第３８条第２項本文」に改める。 

第２２条を次のように改める。 

第２２条 削除 

第２３条中「，第３２条，第３４条（第４号を除く。），第３５条から第３７条まで及

び第３９条」を「から第３９条まで（第３０条，第３３条，第３４条第５号及び第３８条

を除く。）」に改め，同条に後段として次のように加える。 

この場合において，第３１条中「貸付契約の締結日」とあるのは，「使用許可に係る

通知を発した日」と読み替えるものとする。 

第２４条第１項第１号イを次のように改める。 

イ ア以外のとき。 

(ア) その敷地面積が５，０００平方メートル以上である工作物の所有を目的とする

とき。 ３０年以内 

(イ) （ア）以外のとき。 ５年以内 

第２５条に後段として次のように加える。 

この場合において，第２７条第１項第２号中「種別」とあるのは，「名称」と読み替

えるものとする。 



第２６条第１項第１号イを次のように改める。 

イ ア以外のとき。 

(ア) その敷地面積が５，０００平方メートル以上である工作物の所有を目的とする

とき。 ３０年以内 

(イ) （ア）以外のとき。 ５年以内 

第２７条第１項中「市有財産借受申込書（第７号様式）により」を「次に掲げる事項を

記載した申込書を」に，「申し込まなければ」を「提出しなければ」に改め，同項に次の

各号を加える。 

⑴ 申込者の氏名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者名。記名押印又は署

名）及び住所（法人その他の団体にあっては，事務所又は事業所の所在地） 

⑵ 申込みに係る普通財産の種別，所在地及び数量 

⑶ 貸付期間 

⑷ 使用目的 

⑸ その他市長が必要と認める事項 

第２７条第２項を次のように改める。 

２ 普通財産の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）は，貸付期間の満了後引き

続き当該普通財産の貸付けを受けようとするときは，貸付期間満了の日の３０日前まで

に，前項各号に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。 

第２９条第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第１号中「本市又は本市

に隣接する市町村の区域内」を「日本国内」に改め，「法人」の右に「その他の団体」を加

え，「主たる事務所」を「事務所又は事業所」に改め，同条第３項中「普通財産の貸付け

を受けた者（以下「」及び「」という。）」を削る。 

第３０条各号列記以外の部分中「普通財産の貸付料（以下「」及び「」という。）」を削

る。 

第３１条各号列記以外の部分中「全額（第１号に掲げる場合にあっては，当該年度に係

る額）」を「，当該年度に係る額の全額」に改め，同条各号を次のように改める。 

⑴ 当該年度に係る貸付期間が１年である場合 貸付契約の締結日の翌日又は年度の初

日から起算して３０日以内 

⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 貸付契約の締結日の翌日又は年度の初日から起算し

て１０日以内 



第３２条中「督促状（第９号様式）」を「書面」に改める。 

第３４条第４号中「第２８条」の右に「（第２５条において準用する場合を含む。）」

を加え，同号を同条第５号とし，同条第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 借受物件の使用目的の変更 

第３５条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に，「借受人等に係る変更届出書

（第１０号様式）」を「書面」に改め，同条第１号中「法人」の右に「その他の団体」を加

え，「主たる事務所」を「事務所若しくは事業所」に改め，同条第３号を削り，同条第４

号を同条第３号とする。 

第３７条第１項中「借受物件滅失損傷届出書（第１１号様式）」を「書面」に改める。 

第３８条第１項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め，同条第２項前段中

「借受人は，その」を「市長は，借受人の」に，「が解除された」を「を解除した」に，

「を賠償しなければならない」を「の賠償を請求する」に改める。 

第４０条中「それぞれ市有財産交換申込書（第１２号様式），市有財産買受申込書（第

１３号様式）又は市有財産譲受申込書（第１４号様式）により」を「次に掲げる事項を記

載した申込書を」に，「申し込まなければ」を「提出しなければ」に改め，同条に次の各

号を加える。 

⑴ 申込者の氏名（法人その他の団体にあっては，名称及び代表者名。記名押印又は署

名）及び住所（法人その他の団体にあっては，事務所又は事業所の所在地） 

⑵ 申込みに係る普通財産の種別，所在地及び数量 

⑶ 財産の交換を受けようとする場合にあっては，交換する申込者の財産の種別，所在

地及び数量 

⑷ 交換，売払い又は譲与を受ける目的 

第５０条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め，同条第６号中「第５１条」

を「次条」に改める。 

第２号様式を削り，第３号様式を第２号様式とし，第４号様式から第１４号様式までを

削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。ただし，第５０条の改正規定は，公布

の日から施行する。 



（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること

ができる。 

（行財政局資産活用推進室）


